
 
 
 
 
 
 

第１２章 
 
 

食品衛生・狂犬病予防           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



（１）食品関係施設数及び監視指導状況

ア　旧食品衛生法に基づく 許可を要する施設（Ｔ１２－１）
＜西濃保健所（センターを除く管内）＞ （令和４年度）

大 海 養 垂 関 神 輪 安 監視指
市町村 施設数 垣 津 老 井 ケ 戸 之 八 導  延 営業 改善 そ

市 市 町 町 原 町 内 町 施設数 禁 の
　　業　　種 A 町 町 B 管内 県 * 停止 命令 他
 飲  一般食堂・ﾚｽﾄﾗﾝ等 387      216     78       40       21       9         13       3         7         -         28       0.1 0.2 -         -         -         
 食  仕出し屋・弁当屋 183      81       23       25       18       3         13       8         12       -         19       0.1 0.3 -         -         -         
 店　営  旅             館 28        15       3         4         1         2         -         -         3         -         0.0 0.2 -         -         -         
　　 業  そ      の     他 1,062    523     99       84       48       21       51       14       27       195     73       0.1 0.1 1         -         -         
 菓子（パンを含む） 製造業 385      149     61       42       28       6         11       5         5         78       61       0.2 0.3 -         -         -         
 乳     処      理      業 3          -         -         1         -         -         1         -         1         -         12       4.0 4.1 -         -         -         
 特 別 牛 乳 搾 取 処 理業 -          -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         - -         -         -         -         
 乳   製   品   製  造  業 2          -         -         -         -         -         1         -         1         -         11       5.5 2.4 -         -         -         
 集          乳         業 -          -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         - -         -         -         -         
 魚   介   類   販  売  業 64        30       8         10       6         2         2         2         3         1         16       0.3 0.5 -         -         -         
 魚 介 類 競 り 売 り 営業 2          2         -         -         -         -         -         -         -         -         1         0.5 2.8 -         -         -         
 魚 肉 練 り 製 品 製 造業 -          -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         - 2.0 -         -         -         
 食 品 の 冷 凍 又は冷蔵業 7          5         -         -         1         -         -         1         -         -         1         0.1 1.0 -         -         -         
 かん詰 ・びん詰食品製造業 9          2         2         1         -         3         1         -         -         -         1         0.1 0.5 -         -         -         
 喫    茶    店    営   業 200      116     17       12       8         7         9         5         8         18       11       0.1 0.1 -         -         -         
 あ   ん   類   製  造  業 -          -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         - 0.7 -         -         -         
 ア イ ス ク リ ーム製造業 43        22       5         10       2         1         2         1         -         -         5         0.1 0.5 -         -         -         
 食    肉    処    理   業 46        11       4         26       1         1         1         -         2         -         20       0.4 0.7 -         -         -         
 食    肉    販　　売   業 58        23       7         18       3         -         4         1         2         -         23       0.4 0.6 -         -         -         
 食  肉  製  品  製  造 業 5          1         -         4         -         -         -         -         -         -         4         0.8 1.2 -         -         -         
 乳  酸  菌 飲 料 製 造 業 1          -         -         -         -         -         -         -         1         -         5         5.0 5.3 -         -         -         
 食  用  油  脂  製  造 業 2          -         -         1         -         -         -         -         1         -         2         1.0 0.8 -         -         -         
 ﾏ-ｶﾞﾘﾝ又はｼｮ-ﾄﾆﾝｸﾞ 製造業 -          -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         0.0 -         -         -         -         
 み    そ    製    造   業 4          2         -         2         -         -         -         -         -         -         -         0.0 0.5 -         -         -         
 し　ょ　う　ゆ　製　造 業 2          1         -         1         -         -         -         -         -         -         -         0.0 0.6 -         -         -         
 ソ  ー  ス  類  製  造 業 2          1         -         1         -         -         -         -         -         -         1         0.5 0.6 -         -         -         
 酒    類    製    造   業 4          3         -         1         -         -         -         -         -         -         1         0.3 0.2 -         -         -         
 豆    腐    製    造   業 6          4         1         -         -         -         -         -         1         -         3         0.5 0.8 -         -         -         
 納    豆    製    造   業 -          -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         - 1.0 -         -         -         
 麺    類    製    造   業 10        3         2         2         -         1         -         1         1         -         2         0.2 0.6 -         -         -         
 そ  う  ざ  い  製  造 業 55        27       7         9         5         2         1         1         3         -         18       0.3 0.7 -         -         -         
 添   加   物   製  造  業 6          5         -         -         -         -         1         -         -         -         2         0.3 1.2 -         -         -         
 食 品 の 放 射 線 照 射業 -          -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         - -         -         -         -         
 清 涼  飲 料 水  製 造 業 11        3         1         3         1         -         1         -         2         -         13       1.2 1.3 -         -         -         
 氷    雪    製    造   業 -          -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         - -         -         -         -         

2,587    1,245   318     297     143     58       112     42       80       292     333     0.1 0.2      1         -         -         
＊監視状況の県欄は岐阜市を除いたもの

＜揖斐センター＞ （令和４年度）
揖 大 池 監視指

市町村 施設数 斐 野 田 導  延 営業 改善 そ
川 町 町 施設数 禁 の

　　業　　種 A 町    B 管内 県 * 停止 命令 他
 飲  一般食堂・ﾚｽﾄﾗﾝ等 77        30       22       25       36       0.5 0.2
 食  仕出し屋・弁当屋 32        14       14       4         21       0.7 0.3
 店　営  旅             館 6          4         2         1         0.2 0.2
　　 業  そ      の     他 172      52       50       42       28       50       0.3 0.1
 菓子（パンを含む） 製造業 85        32       23       23       7         67       0.8 0.3
 乳     処      理      業 2          1         1         6         3.0 4.1
 特 別 牛 乳 搾 取 処 理業 -          -         -         
 乳   製   品   製  造  業 4          3         1         8         2.0 2.4
 集          乳         業 -          -         -         
 魚   介   類   販  売  業 11        6         3         2         15       1.4 0.5
 魚 介 類 競 り 売 り 営業 -          -         2.8
 魚 肉 練 り 製 品 製 造業 -          -         2.0
 食 品 の 冷 凍 又は冷蔵業 4          1         2         1         5         1.3 1.0
 かん詰 ・びん詰食品製造業 6          2         4         -         0.5
 喫    茶    店    営   業 68        16       22       27       3         6         0.1 0.1
 あ   ん   類   製  造  業 -          -         0.7
 ア イ ス ク リ ーム製造業 8          2         4         2         3         0.4 0.5
 食    肉    処    理   業 12        5         4         3         12       1.0 0.7
 食    肉    販　　売   業 10        6         2         2         14       1.4 0.6
 食  肉  製  品  製  造 業 3          3         4         1.3 1.2
 乳  酸  菌 飲 料 製 造 業 -          -         5.3
 食  用  油  脂  製  造 業 2          2         1         1         0.8
 ﾏ-ｶﾞﾘﾝ又はｼｮ-ﾄﾆﾝｸﾞ 製造業 -          -         
 み    そ    製    造   業 3          1         1         1         1         0.3 0.5
 し　ょ　う　ゆ　製　造 業 -          -         0.6
 ソ  ー  ス  類  製  造 業 1          1         -         0.6
 酒    類    製    造   業 4          2         1         1         -         0.2
 豆    腐    製    造   業 2          1         1         3         1.5 0.8
 納    豆    製    造   業 -          -         1.0
 麺    類    製    造   業 1          1         -       0.6
 そ  う  ざ  い  製  造 業 12        7         2         3         10       0.8 0.7
 添   加   物   製  造  業 2          1         1         2         1.0 1.2
 食 品 の 放 射 線 照 射業 -          -         -         
 清 涼  飲 料 水  製 造 業 4          3         1         9         2.3 1.3
 氷    雪    製    造   業 -          -         
             計  531      194     155     144     38       274     0.2      -         -         -         

＊監視状況の県欄は岐阜市を除いたもの 　

移動
店舗

監視状況 行 政 処 分
監視回数
(回)B/A

行 政 処 分監視状況
監視回数
(回)B/A

計  

移動
店舗
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イ 改正食品衛生法に基づく 許可を要する施設（Ｔ１２－２）
＜西濃保健所（センターを除く管内）＞ （令和４年度）

大 海 養 垂 関 神 輪 安 監視指
市町村 施設数 垣 津 老 井 ケ 戸 之 八 導  延 営業 改善 そ

市 市 町 町 原 町 内 町 施設数 禁 の
　　業　　種 A 町 町 B 管内 県 * 停止 命令 他
 飲    食    店    営   業 930      548     51       32       55       23       32       16       32       141     514     0.6 0.6 -         -         -         
 調理の機能を有する自動販売機 17        10       -         -         2         1         1         2         1         -         7         0.4 0.6 -         -         -         
 食    肉    販　　売   業 20        10       1         2         3         2         -         1         1         -         17       0.9 0.8 -         -         -         
 魚   介   類   販  売  業 22        11       1         3         3         1         1         1         1         -         22       1.0 1.0 -         -         -         
 魚 介 類 競 り 売 り 営業 -          -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         - -         -         -         -         
 集          乳         業 -          -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         - -         -         -         -         
 乳     処      理      業 -          -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         - 8.0 -         -         -         
 特 別 牛 乳 搾 取 処 理業 -          -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         - -         -         -         -         
 食    肉    処    理   業 16        4         2         8         -         -         -         -         2         -         12       0.8 1.0 -         -         -         
 食 品 の 放 射 線 照 射業 -          -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         - -         -         -         -         
 菓    子    製    造   業 121      71       7         8         10       6         6         5         8         -         80       0.7 0.8 -         -         -         
 ア イ ス ク リ ーム製造業 3          2         -         -         1         -         -         -         -         -         2         0.7 1.2 -         -         -         
 乳   製   品   製  造  業 -          -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         - 3.1 -         -         -         
 清 涼  飲 料 水  製 造 業 2          1         1         -         -         -         -         -         -         -         2         1.0 1.2 -         -         -         
 食  肉  製  品  製  造 業 3          1         -         2         -         -         -         -         -         -         2         0.7 1.0 -         -         -         
 水  産  製  品  製  造 業 -          -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         - 0.9 -         -         -         
 氷    雪    製    造   業 -          -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         - -         -         -         -         
 液    卵    製    造   業 -          -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         - - -         -         -         
 食　用　油　脂　製　造 業 -          -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         - 0.8 -         -         -         
 み そ 又は しょうゆ製造業 4          2         -         1         -         1         -         -         -         -         2         0.5 0.9 -         -         -         
 酒    類    製    造   業 1          1         -         -         -         -         -         -         -         -         -         0.0 0.4 -         -         -         
 豆    腐    製    造   業 2          1         -         -         1         -         -         -         -         -         2         1.0 1.3 -         -         -         
 納    豆    製    造   業 -          -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         - -         -         -         -         
 麺    類    製    造   業 6          1         1         -         1         1         -         1         1         -         6         1.0 0.7 -         -         -         
 そ  う  ざ  い  製  造 業 42        23       4         7         5         1         -         -         2         -         33       0.8 0.9 -         -         -         
 複 合 型 そ う ざい製造業 -          -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         - 1.2 -         -         -         
 冷　凍　食　品　製　造 業 1          1         -         -         -         -         -         -         -         -         1         1.0 1.0 -         -         -         
 複 合 型 冷 凍 食品製造業 -          -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         - -         -         -         -         
 漬    物    製    造   業 7          -         4         -         1         1         -         -         1         -         5         0.7 0.8 -         -         -         
 密 封 包 装 食 品 製 造業 18        6         2         1         3         2         3         -         1         -         11       0.6 0.8 -         -         -         
 食  品  の  小  分  け 業 2          -         -         -         -         1         -         -         1         -         1         0.5 0.8 -         -         -         
 添   加   物   製  造  業 7          4         -         1         -         1         -         -         1         -         4         0.6 0.8 -         -         -         

1,224    697     74       65       85       41       43       26       52       141     723     0.6 0.7      -         -         -         
＊監視状況の県欄は岐阜市を除いたもの

＜揖斐センター＞ （令和４年度）
揖 大 池 監視指

市町村 施設数 斐 野 田 導  延 営業 改善 そ
川 町 町 施設数 禁 の

　　業　　種 A 町    B 管内 県 * 停止 命令 他
 飲    食    店    営   業 180      66       30       49       35       123     0.7 0.6
 調理の機能を有する自動販売機 3          1         2         1         0.3 0.6
 食    肉    販　　売   業 4          2         2         3         0.8 0.8
 魚   介   類   販  売  業 9          5         4         7         1         1.0
 魚 介 類 競 り 売 り 営業 -          0.0 -         
 集          乳         業 -          -         -         
 乳     処      理      業 -          0.0 8.0
 特 別 牛 乳 搾 取 処 理業 -          -         -         
 食    肉    処    理   業 2          1         1         2         1         1.0
 食 品 の 放 射 線 照 射業 -          0.0 -         
 菓    子    製    造   業 38        22       5         11       55       1         0.8
 ア イ ス ク リ ーム製造業 1          1         2         2.0 1.2
 乳   製   品   製  造  業 -          -         3.1
 清 涼  飲 料 水  製 造 業 4          3         1         6         1.5 1.2
 食  肉  製  品  製  造 業 2          2         2         1.0 1.0
 水  産  製  品  製  造 業 1          1         2         2.0 0.9
 氷    雪    製    造   業 -          0.0 -         
 液    卵    製    造   業 -          -         0.0
 食　用　油　脂　製　造 業 -          -         0.8
 み そ 又は しょうゆ製造業 2          2         -         0.9
 酒    類    製    造   業 -          0.0 0.4
 豆    腐    製    造   業 -          -         1.3
 納    豆    製    造   業 -          -         -         
 麺    類    製    造   業 1          1         -         0.7
 そ  う  ざ  い  製  造 業 16        11       2         3         10       0.6 0.9
 複 合 型 そ う ざい製造業 -          -         1.2
 冷　凍　食　品　製　造 業 -          -       1.0
 複 合 型 冷 凍 食品製造業 -          0.0 -         
 漬    物    製    造   業 12        12       7         0.6 0.8
 密 封 包 装 食 品 製 造業 5          5         5         1         0.8
 食  品  の  小  分  け 業 2          2         2         1.0 0.8
 添   加   物   製  造  業 -          -         0.8
             計  282      129     38       80       35       227     0.7      -         -         -         

＊監視状況の県欄は岐阜市を除いたもの 　

計  

移動
店舗

移動
店舗

監視状況 行 政 処 分
監視回数
(回)B/A

行 政 処 分監視状況
監視回数
(回)B/A
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ウ　届出を要する施設（Ｔ１２－３）
＜西濃保健所（センターを除く管内）＞ （令和４年度）

大 海 養 垂 関 神 輪 安 監視指
市町村 施設数 垣 津 老 井 ケ 戸 之 八 導  延 営業 物品 そ

市 市 町 町 原 町 内 町 施設数 禁 廃棄 の
　　業　　種 A 町 町 B 管内 県 * 停止 命令 他

魚介類販売業（包装済み
の魚介類のみの販売）

73        47       6         4         5         -         6         2         2         1         2         0.0 0.2 -         -         -         

食肉販売業（包装済みの
食肉のみの販売）

112      63       10       10       9         3         6         5         3         3         4         0.0 0.2 -         -         -         

乳類販売業 267      158     32       17       20       10       13       5         12       -         9         0.0 0.2 -         -         -         
氷雪販売業 5          3         -         1         -         1         -         -         -         -         1         0.2 0.1 -         -         -         
コップ式自動販売機
（自動洗浄・屋内設置）

593      303     44       69       76       18       28       32       23       -         2         0.0 0.0 -         -         -         

弁当販売業 19        8         1         -         -         -         -         -         -         10       3         0.2 0.2 -         -         -         
野菜果物販売業 40        15       10       3         2         1         1         3         1         4         20       0.5 0.3 -         -         -         
米穀類販売業 8          4         -         2         -         -         -         -         1         1         1         0.1 0.2 -         -         -         
通信販売・訪問販売によ
る販売業

3          3         -         -         -         -         -         -         -         -         -         - -         -         -         -         

コンビニエンスストア 88        47       8         9         6         2         6         4         6         -         11       0.1 0.3 -         -         -         
百貨店、総合スーパー 50        29       3         5         7         -         3         1         2         -         34       0.7 0.7 -         -         -         
自動販売機による販売業
（コップ式自動販売機
（自動洗浄・屋内設置）
を除く。）

91        56       9         7         9         2         3         1         4         -         1         0.0 0.1 -         -         -         

その他の食料・飲料販売
業

245      124     27       20       19       13       6         6         2         28       63       0.3 0.2 -         -         -         

添加物製造・加工業
（法第13条第1項の規定に
より規格が定められた添
加物の製造を除く。）

-          -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         - 2         -         -         -         

いわゆる健康食品の製造
・加工業

6          2         -         1         -         -         1         1         1         -         5         0.8 0.7 -         -         -         

コーヒー製造・加工業
（飲料の製造を除く。）

9          6         1         -         2         -         -         -         -         -         1         0.1 0.2 -         -         -         

農産保存食料品製造・加
工業

13        5         1         1         4         -         -         2         -         -         2         0.2 0.1 -         -         -         

調味料製造・加工業 4          1         2         -         1         -         -         -         -         -         1         0.3 0.4 -         -         -         
糖類製造・加工業 9          3         2         2         1         -         -         -         1         -         4         0.4 0.4 -         -         -         
精穀・製粉業 10        3         -         4         1         -         -         -         2         -         1         - 0.2 -         -         -         
製茶業 2          2         -         -         -         -         -         -         -         -         -         - 0.1 -         -         -         
海藻製造・加工業 2          -         1         -         -         -         -         1         -         -         -         - 0.2 -         -         -         
卵選別包装業 5          2         2         -         -         -         -         1         -         -         3         0.6 0.5 -         -         -         
その他の食料品製造・加
工業

54        19       6         8         7         4         1         4         2         3         12       0.2 0.3 -         -         -         

行商 1          -         -         -         -         -         -         -         -         1         -         - -         -         -         -         
集団給食施設 59        21       9         13       7         5         3         -         1         -         6         0.1 0.1 -         -         -         
器具、容器包装の製造・
加工業
（合成樹脂が使用された
器具又は容器包装の製
造、加工に限る。）

24        8         2         3         4         1         3         3         -         -         4         0.2 0         -         -         -         

露店、仮設店舗等におけ
る飲食の提供のうち、営
業とみなされないもの

-          -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         - -         -         -         -         

その他 -          -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         - 0         -         -         -         
1,792    932     176     179     180     60       80       71       63       51       190     0.1 0.2      -         -         -         

＊監視状況の県欄は岐阜市を除いたもの

＜揖斐センター＞ （令和４年度）
揖 大 池 監視指

市町村 施設数 斐 野 田 導  延 営業 物品 そ
川 町 町 施設数 禁 廃棄 の

　　業　　種 A 町    B 管内 県 * 停止 命令 他
魚介類販売業（包装済み
の魚介類のみの販売）

21        5         6         7         3         4         0.2 0.2

食肉販売業（包装済みの
食肉のみの販売）

35        17       6         8         4         3         0.1 0.2

乳類販売業 66        29       14       22       1         9         0.1 0.2
氷雪販売業 -          -         0.0 0.1
コップ式自動販売機
（自動洗浄・屋内設置）

65        25       18       22       1         0.0 0.0

弁当販売業 6          2         2         1         1         1         0.2 0.2
野菜果物販売業 5          4         1         6         1.2 0.3
米穀類販売業 6          2         1         3         -         0.0 0.2
通信販売・訪問販売によ
る販売業

2          1         1         -         0.0 -         

コンビニエンスストア 11        6         2         3         2         0.2 0.3
百貨店、総合スーパー 8          1         3         4         14       1.8 0.7
自動販売機による販売業
（コップ式自動販売機
（自動洗浄・屋内設置）
を除く。）

8          3         1         4         -         0.0 0.1

その他の食料・飲料販売
業

43        17       7         11       8         23       0.5 0.2

添加物製造・加工業
（法第13条第1項の規定に
より規格が定められた添
加物の製造を除く。）

-          -         0.0 2         

いわゆる健康食品の製造
・加工業

5          2         2         1         5         1.0 0.7

コーヒー製造・加工業
（飲料の製造を除く。）

3          1         1         1         4         1.3 0.2

農産保存食料品製造・加
工業

6          4         1         1         -         0.0 0.1

調味料製造・加工業 3          2         1         1         0.3 0.4
糖類製造・加工業 -          -         0.0 0.4
精穀・製粉業 -          -         0.0 0.2
製茶業 12        7         5         2         0.2 0.1
海藻製造・加工業 2          2         3         1.5 0.2
卵選別包装業 -          -         0.0 0.5
その他の食料品製造・加
工業

24        14       3         6         1         11       0.5 0.3

行商 1          1         1         1.0 -         
集団給食施設 22        4         9         9         3         0.1 0.1
器具、容器包装の製造・
加工業
（合成樹脂が使用された
器具又は容器包装の製
造、加工に限る。）

2          2         -         0.0 0         

露店、仮設店舗等におけ
る飲食の提供のうち、営
業とみなされないもの

-          -         0.0 -         

その他 -          -         -         0         
             計  356      146     79       113     18       93       0.2      -         -         -         
＊監視状況の県欄は岐阜市を除いたもの 　

計  

移動
店舗

移動
店舗

監視状況 行 政 処 分
監視回数
(回)B/A

製造・
加工業

上記以外
のもの
（改正法
による改
正後の法
第68条第
３項にお
いて準用
されるも
のを含
む。）

旧許可
業種で
あった
営業

販売業

製造・
加工業

上記以外
のもの
（改正法
による改
正後の法
第68条第
３項にお
いて準用
されるも
のを含
む。）

行 政 処 分監視状況
監視回数
(回)B/A

旧許可
業種で
あった
営業

販売業

西濃地域の公衆衛生2023 －　172　－ 第１２章　食品衛生・狂犬病予防



（２）　食品等の収去試験

ア　乳以外の食品等の収去試験実施状況（Ｔ１２－４）

＜西濃保健所（揖斐センター除く）＞ （令和４年度）

                  項 目

  区 分
 (実数) A (実数)B

 管内  県 *

- - - - - - - - - - - -
無　加　熱　摂　取 - - - - - - - - - - - -
凍結前　加熱　加熱後摂取 - - - - - - - - - - -
凍結前 未加熱 加熱後摂取 - - - - - - - - - - - -
生食用 冷凍鮮魚介類 - - - - - - - - - - - -

1 - - - - - - - - - - -

14 - - - - - - - - - - -

29 - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

 アイスクリーム類・氷菓 - - - - - - - - - - - -

3 - - - - - - - - - - -

25 - - 0.3 - - - - - - - -

6 - - - - - - - - - - -
6 - - - - - - - - - - -
1 - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
3 - - - - - - - - - - -
2 1 50.0 3.8 - - 1 - - - - -

化学的合成品及びその製剤 - - - - - - - - - - - -
そ  の  他  の  添 加 物 - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
90 1 1.1 0.2 - - 1 - - - - -
124 - - 0.1 - - - - - - - -
101 - - - - - - - - - - -
125 - - 0.2 - - - - - - - -

＊不良率の県欄は岐阜市を除いたもの

＜揖斐センター＞ （令和４年度）

                  項 目

  区 分
 (実数) A (実数)B

 管内  県 *

無　加　熱　摂　取

凍結前　加熱　加熱後摂取

凍結前 未加熱 加熱後摂取

生食用 冷凍鮮魚介類

2

 アイスクリーム類・氷菓

24

5
5

3
1

化学的合成品及びその製剤

そ  の  他  の  添 加 物

40 - - - - - - - - - - -
44 - - - - - - - - - - -
44 - - - - - - - - - - -
50 - - - - - - - - - - -

＊不良率の県欄は岐阜市を除いたもの

暫定的規制値の定
められているもの
の試験した収去検
体数　　（実数）

大腸
菌群

異物
添 加 物
使用基準

法定外
添加物

残留農薬
基準

その他

不       良       理       由    （ 延 数 ）

 乳   類  加  工   品
(ｱｲｽｸﾘ-ﾑ類を除き､ﾏ-ｶﾞﾘﾝを含む）

 穀類及びその加工品
　　   （かん詰・びん詰を除く）

 野菜類・果物及びその加工品
　　   （かん詰・びん詰を除く）

 試験した
収去検体数

不  良
検体数

不 良 率
 (B/A)％

冷凍

食品

 肉卵類及びその加工品
　　   （かん詰・びん詰を除く）

 乳           製            品

 魚 介 類  加  工  品
　　   （かん詰・びん詰を除く）

添加物

抗菌性
物　質

 器  具  及  び  容  器  包  装

 清     涼     飲     料     水

 酒       精       飲       料

 氷                         雪

水  

 魚           介            類

 か ん 詰・び ん 詰 食 品

 そ   の   他   の   食   品

 菓            子           類

 魚           介            類

 お       も       ち       ゃ 

計

令 和 元 年 度

令 和 ２ 年 度

令 和 ３ 年 度

 乳   類  加  工   品
(ｱｲｽｸﾘ-ﾑ類を除き､ﾏ-ｶﾞﾘﾝを含む）

 穀類及びその加工品
　　   （かん詰・びん詰を除く）

 野菜類・果物及びその加工品
　　   （かん詰・びん詰を除く）

 菓            子           類

冷凍

食品

 魚 介 類  加  工  品
　　   （かん詰・びん詰を除く）

 肉卵類及びその加工品
　　   （かん詰・びん詰を除く）

 乳           製            品

令 和 ２ 年 度

令 和 元 年 度

 か ん 詰・び ん 詰 食 品

 そ   の   他   の   食   品

添加物

 器  具  及  び  容  器  包  装

令 和 ３ 年 度

 試験した
収去検体数

不  良
検体数

不 良 率
不       良       理       由    （ 延 数 ）

 お       も       ち       ゃ 

計

 清     涼     飲     料     水

 酒       精       飲       料

 氷                         雪

水  

暫定的規制値の定
められているもの
の試験した収去検
体数　　（実数）

 (B/A)％

大腸
菌群

異物
添 加 物
使用基準

法定外
添加物

残留農薬
基準

抗菌性
物　質

その他
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イ  乳の収去試験実施状況（Ｔ１２－５）

＜西濃保健所（揖斐センター除く）＞ （令和４年度）

項　目

項　目

 (実数) A (実数)B  管内  県 *

- - - - - - - - - - - - -

23 - - - - - - - - - - 1 1

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

23 - - - - - - - - - - 1 1

19 - - - - - - - - - - 1 1

25 - - 1.2 - - - - - - - 1 1

26 - - - - - - - - - - 1 1

*不適率の県欄は岐阜市を除いたもの

＜揖斐センター＞ （令和４年度）

項　目

項　目

 (実数) A (実数)B  管内  県 *

13

1

14 - - - - - - - - - - - -

22 - - - - - - - - - - 1 1

22 - - - - - - - - - - 1 1

*不適率の県欄は岐阜市を除いたもの

令 和 ３ 年 度

令 和 ２ 年 度

  そ  の  他  の  乳

計

令 和 ２ 年 度

令 和 元 年 度

  そ  の  他  の  乳

計

令 和 ３ 年 度

  生        乳

  牛        乳

  部  分  脱  脂  乳

加工乳
 乳脂肪分３％以上

 乳脂肪分３％未満

試験した収去
検体数(実数)

 試 験 件 数
（延数）

酸度 細菌数
大腸
菌群

抗菌性
物　質

　　乳及び乳製品の成分規格の定めのある事項に関する検査  乳及び乳製品の成分規格の
定めのない事項に関する検査

 試験した
収去検体数

不  適
検体数

不 適 率 不  適  理  由 （ 延   数 ）

 (B/A)％ 無脂乳
固形分

乳脂肪 比重

抗菌性
物　質

 乳及び乳製品の成分規格の
定めのない事項に関する検査

試験した収去
検体数(実数)

 試 験 件 数
（延数）

不 適 率
 (B/A)％

　　乳及び乳製品の成分規格の定めのある事項に関する検査

不  適  理  由 （ 延   数 ）

無脂乳
固形分

乳脂肪 比重 酸度 細菌数
大腸
菌群

 試験した
収去検体数

不  適
検体数

令 和 元 年 度

  生        乳

  牛        乳

  部  分  脱  脂  乳

加工乳
 乳脂肪分３％以上

 乳脂肪分３％未満

西濃地域の公衆衛生2023 －　174　－ 第１２章　食品衛生・狂犬病予防



（３）　食中毒発生状況（Ｔ１２－６）

項目

年度

9月4日 大垣市 2 1 ー サバ又はブリの刺身 アニサキス ー 家庭 家庭 家庭 ー ー

9月22日 養老町他 13 3 ー
9月17日及び18日に
提供された食事

腸管出血性大腸菌 O157 飲食店 飲食店 飲食店 営業禁止 ー

10月26日 海津市 1 1 ー 不明 アニサキス ー 不明 不明 不明 ー ー

10月5日 養老町 1 1 － 不明 アニサキス － 不明 不明 不明 － －

12月31日 大垣市他 12 11 －
12月29日及び30日に
提供された食事 ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ ｼﾞｪｼﾞｭﾆ／コリ 飲食店 飲食店 飲食店 営業禁止 －

3月17日 海津市 4 1 － 不明 アニサキス － 不明 家庭 家庭 － －

1月5日 養老町 1 1 － 不明 アニサキス － 不明 不明 不明 － －

－ － － － － － － － － － － － 発生なし

6月3日 大垣市 2 1 － 金目鯛の刺身（湯引き） アニサキス － 販売店 家庭 販売店 営業禁止 －

10月7日 大垣市 16 13 － ブリの刺身 サルモネラ属菌 － 販売店 その他 販売店 営業禁止 －

9月9日 愛知県他 9 6 － 焼肉（不明） 腸管出血性大腸菌 O157 飲食店 飲食店 飲食店 － －

11月30日 大垣市他 11 11 － 食事（不明） ﾉﾛｳｲﾙｽ ＧⅠ 飲食店 飲食店 飲食店 営業禁止 －

7月2日 山県市他 11 2 － 会席料理（不明） ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ ｼﾞｪｼﾞｭﾆ 飲食店 飲食店 飲食店 営業禁止 －

7月3日 関市他 15 13 － 会席料理（不明） ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ ｼﾞｪｼﾞｭﾆ／コリ 飲食店 飲食店 飲食店 営業禁止 －

11月20日 海津市他 64 59 － 仕出し弁当（不明） ﾉﾛｳｲﾙｽ GⅡ 飲食店 病院 飲食店 営業禁止 －

7月18日 揖斐川町他 25 10 － 会席料理（不明） ﾉﾛｳｲﾙｽ ＧⅠ 飲食店 飲食店 飲食店 営業停止５日間 －

8月10日 垂井町 29 16 － 会席料理（不明） ｻﾙﾓﾈﾗ属菌 － 飲食店 公民館 飲食店 営業停止５日間 －

12月7日 海津市 13 5 － 会席料理（不明） ﾉﾛｳｲﾙｽ GⅡ 飲食店 飲食店 飲食店 業務停止５日間 －

12月13日 大垣市 56 35 － 会席料理（不明） ﾉﾛｳｲﾙｽ GⅡ 飲食店 飲食店 飲食店 業務停止５日間 －

12月22日 揖斐郡他 80 45 － 仕出し弁当（不明） ﾉﾛｳｲﾙｽ GⅡ 飲食店 葬儀場 飲食店 営業停止５日間 －

1月28日 大垣市他 73 20 －
調理実習で調理し
た食事（不明）

ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ ｼﾞｪｼﾞｭﾆ 学校 学校 学校 － －

2月17日 愛知県他 68 37 － 会席料理（不明） ﾉﾛｳｲﾙｽ GⅡ 飲食店 飲食店 飲食店 業務停止５日間 －

3月17日 大垣市他 21 11 － 会席料理（不明） 不明 不明 飲食店 飲食店 飲食店 業務停止５日間 －

10月3日 大垣市他 9 7 － 会席料理（不明）
クドア・セプテンプンクター

タ（推定） － 飲食店 飲食店 飲食店 営業停止５日間 －

3月16日 海津市他 50 24 － 会席料理（不明） ﾉﾛｳｲﾙｽ GⅡ 飲食店 飲食店 飲食店 業務停止５日間 －

3月30日 大垣市他 37 25 － 会席料理（不明） ﾉﾛｳｲﾙｽ GⅡ 飲食店 飲食店 飲食店 営業禁止 －

発生月日 発生場所

平成２８年度

平成２６年度

平成２７年度

令和４年度

行政処分等

令和２年度

平成３０年度

平成２９年度

病因物質 血清型別 原因施設

令和３年度

摂食者数

令和元年度

摂食場所患者数 備考死者数 原因食品 調理場所
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（４）狂犬病予防
ア　狂犬病予防事業実施状況（Ｔ１２－７）

　 （令和４年度）

捕
獲
頭
数

引
取
り
頭
数

移
入
等
頭
数

返
還
頭
数

譲
渡
頭
数

移
送
頭
数

殺
処
分
頭
数

管 内 計 21,650 15,413 9 35 57 2 48 31 10 11 3

小    計 17,486 12,329 9 32 39 2 33 30 7 9 3

大 垣 市 9,029 6,631 - 17 13 - -

海 津 市 2,173 1,646 - 4 4 - -

養 老 町 1,765 885 9 5 10 2 3

垂 井 町 1,481 1,125 - - 3 - -

関ケ原町 411 72 - 4 - - -

神 戸 町 1,032 824 - 1 2 - -

輪之内町 621 446 - - 1 - -

安 八 町 974 700 - 1 6 - -

管　　外 - - - - -

小    計 4,164 3,084 - 3 18 - 15 1 3 2 -

揖斐川町 1,217 931 - 1 6 -

大 野 町 1,644 1,086 - 2 9 -

池 田 町 1,303 1,067 - - 3 -

管　　外 -

予防注射 一般譲渡 動物愛護

頭　　数 捕獲オリ その他 計 頭　　数 センター

令和３年 22,113 17,485 87 84 171 54 85 14 10

令和２年 22,573 16,888 35 78 113 45 50 6 8

令和元年 22,974 17,183 29 72 101 68 11 8 11

３０年度 23,314 17,042 50 103 153 63 51 1 24

翌
年
度
へ

飼
養
継
続

登
録
頭
数

予
防
注
射
頭
数

収　　　容 処　　　　分
前
年
度
か
ら
の

飼
養
継
続

区　分
登録頭数
(年度末）

抑　　留　　頭　　数
返還頭数 処分頭数
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　イ　岐阜県動物の愛護及び管理に関する条例実施状況（Ｔ１２－８）

 県 * 管内総計 管内総計 管内総計 管内総計

R4年度 R4年度 R3年度 R2年度 R1年度

71        14        21           15           11           

71        14        21           15           11           

72        14        21           15           11           

13        2         8            5            1            

26        5         3            3            4            

11        2         4            2            5            

-         -         -            -            -            

21        5         6            10           3            

97        11        29           49           25           

-         -         -            -            -            

-         -         -            -            -            

-         -         -            3            -            

44        3         16           36           17           

-         -         -            -            -            

-         -         -            -            -            

-         -         -            -            -            

53        8         16           11           8            

-         -         -            -            -            

-         -         -            -            -            

-         -         -            -            -            

6         -         -            -            -            

＊県欄は岐阜市を除いたもの

6                       

措置命令等の件数

-                       

-                       

-                       

措
置
命
令
等

-                       

6                       

2                       

口頭説諭

文書指導

8                       

4                       

8                       

揖斐ｾﾝﾀｰ管内

R4年度

咬
傷

  西濃保健所
（ｾﾝﾀｰを除く管内）

8                       

告発

2                       

6                       

R4年度

区　        分

咬傷事故件数

咬傷犬数

その他

3                       

-                       

命令書

文書指導

-                       

犬舎等にけい留中

8                       

-                       

3                       

2                       

-                       

けい留して運動中

-                       

告発

-                       

-                       

告発

命令書

1                       

放し飼い

11                      

その他

口頭説諭

文書指導

被害者数

口頭説諭

咬傷事故
発生時の
犬の状況 野犬（放浪犬）

命令書

けい留違反

危害を加え
ない管理
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ウ　猫引取状況（Ｔ１２－９）

年度

区分

225 217 197 153 90 214 210 193 181 227 

11 28 9 11 29 58 15 22 41 14 

1,590 1,444 1,625 1,247 1,243 1,362 1,312 1,387 1,341 1,305 

＊県欄は岐阜市を除いたもの

西濃保健所（センターを除く）

県  *

揖斐センター

Ｒ１ Ｒ２２６ ２７ ２８ ２９ Ｒ４Ｒ３２５ ３０
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畜犬登録頭数の推移（Ｆ１２－１）

犬の捕獲引取、猫引取頭数の推移（Ｆ１２－２）
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年度
登録頭数 新規登録頭数
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